
一　

は
じ
め
に

鎌
倉
時
代
に
北
条
政
子
の
創
建
に
な
る
高
野
山
金
剛
三
昧
院
は
、
現
在
も
鎌
倉
時
代
初
め
頃
と
推
定
さ
れ
る
国
宝
の
多
宝
塔
を
は
じ
め
、
同
じ
く
鎌

倉
時
代
の
創
建
と
さ
れ
て
い
る
校
倉
造
り
の
経
蔵
な
ど
多
数
の
文
化
財
を
有
す
る
高
野
山
内
で
も
有
数
の
古
刹
で
あ
る
。

金
剛
三
昧
院
の
本
堂
奥
の
南
西
部
に
位
置
す
る
歴
代
住
持
を
祀
る
先
師
墓
に
は
、
百
基
程
の
無
縁
塔

の
石
塔
が
集
積
さ
れ
て
い
る
（
写
真
1
参
照
）。
そ
の
中
に
は
、
江
戸
時
代
の
石
塔
に
混
じ
っ
て
、
鎌
倉

時
代
か
ら
室
町
時
代
に
遡
る
中
世
の
遺
物
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
は
、
数
年
前
よ
り
管
見
に
あ
っ
た
。

こ
の
度
、
平
成
三
十
年
八
月
に
、
金
剛
三
昧
院
の
久
利
康
彰
前
官
様
の
御
厚
意
に
よ
り
同
無
縁
塔

石
塔
群
の
調
査
の
機
会
を
得
た
。
そ
の
時
、
偶
然
に
も
鎌
倉
時
代
後
期
の
幕
府
有
力
御
家
人
の
足
利

宗
氏
の
五
輪
塔
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
稿
に
お
い
て
先
ず
は
、
こ
の
新
出
の
足
利
宗
氏
の

五
輪
塔
資
料
を
紹
介
し
て
、
そ
の
五
輪
塔
の
位
置
づ
け
と
、
そ
の
背
景
に
あ
る
も
の
は
何
か
。
若
干

で
は
あ
る
が
考
察
を
述
べ
た
い
。

ま
た
、
こ
の
度
発
見
の
足
利
宗
氏
の
五
輪
塔
は
、
金
剛
三
昧
院
の
寺
院
と
し
て
の
性
格
を
論
じ
る

上
で
も
新
知
見
を
示
す
も
の
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
表
題
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
金
剛
三
昧
院
が
広

義
の
意
味
で
「
源
氏
一
門
の
墓
所
」
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

も
、
検
討
を
し
て
み
た
い
。
大
方
の
御
示
教
等
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
　

源
氏
一
門
墓
所
と
し
て
の
高
野
山
金
剛
三
昧
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
新
発
見
の
足
利
宗
氏
五
輪
塔
を
中
心
と
し
て
―

木
下　

浩
良　
　

5　源氏一門墓所としての高野山金剛三昧院（木下）

写真1　　金剛三昧院先師墓の無縁塔



二　

足
利
宗
氏
の
五
輪
塔

足
利
宗
氏
の
五
輪
塔
は
砂
岩
製
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
、
地
・
水
・
火
・
風
・
空
の
各
輪
が
揃
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
詳
細
に
見
る
と
地
輪

と
水
輪
だ
け
が
造
立
当
初
の
も
の
で
、
他
の
部
分
は
転
用
の
部
材
で
あ
る
。
火
輪
は
石
材
が
違
う
花
崗
岩
製
で
、
造
ら
れ
た
時
代
は
足
利
宗
氏
の
五
輪

塔
と
は
若
干
時
代
が
下
る
も
の
で
、
鎌
倉
時
代
末
か
ら
南
北
朝
時
代
の
遺
品
と
推
定
さ
れ
る
。
空
・
風
輪
は
一
石
で
出
来
て
い
て
、
時
代
は
さ
ら
に
下

り
、
室
町
時
代
の
遺
物
と
推
定
さ
れ
る
。
火
輪
と
空
・
風
輪
は
、
別
個
体
の
別
物
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
現
状
は
、
地
輪
と
水
輪
の
み
の
残
欠

品
で
あ
る
（
写
真
2
・
実
測
図
1
参
照
）
。

地
輪
と
水
輪
の
各
輪
の
法
量
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
地
輪
の
高
さ
二
四
．
六
㎝
、
幅
三
四
．
六
㎝
。
地
輪
の
上
端
中
央
に
は
水
輪
の
底
部
を
受
け

る
た
め
の
径
八
．
六
㎝
、深
さ
三
．
五
㎝
の
円
形
の
枘
孔
を
う
が
つ
。
水
輪
の
法
量
は
高
さ
三
〇
㎝
、
上
端
径
二
一
㎝
、
最
大
径
三
九
㎝
、
下
端
径
一
九
㎝
。

水
輪
の
上
端
に
は
高
さ
〇
．
二
㎝
、
幅
二
．
四
㎝
、
径
一
八
㎝
の
円
形
座
の
枘
を
造
り
、
そ
の
中
央
に
は
口
径
八
．
二
㎝
、
深
さ
三
．
二
㎝
の
円
形
の
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実測図1　足利宗氏の五輪塔実測図

写真 2　　足利宗氏の五輪塔



納
入
孔
を
造
る
（
写
真
3
参
照
）
。
現
在
は
、
納
入
品
は
失
わ
れ
て
い
る
。
水
輪
の
底
部
に
は
枘
の
跡
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
枘
そ
の
も
の
は
欠
損

し
て
亡
失
す
る
。
枘
跡
の
径
は
八
㎝
で
あ
る
（
写
真
4
参
照
）
。

7　源氏一門墓所としての高野山金剛三昧院（木下）

写真 3　　水輪上端の円形座枘と納入孔

写真 4　　水輪底部の枘の跡と地輪上端の枘孔



次
に
刻
さ
れ
た
梵
字
で
あ
る
が
、
地
輪
の
正
面
に
は
、
大
き
く
薬
研
彫
さ
れ
た
梵
字
の
「
ア
」
、
水
輪
に
も
大
き
く
薬
研
彫
し
た
梵
字
の
「
ビ
」
を

陰
刻
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
五
輪
塔
造
立
当
初
は
、
大
日
如
来
の
報
身
真
言
の
「
ア
・
ビ
・
ラ
・
ウ
ン
・
ケ
ン
」
が
刻
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

梵
字
だ
け
を
見
て
も
鎌
倉
時
代
の
遺
物
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
、
梵
字
は
優
美
な
書
体
で
あ
る
。
地
輪
の
正
面
向
か
っ
て
左
側
面
に
は
、
次
の
よ

う
な
陰
刻
銘
文
が
四
行
に
わ
た
り
刻
さ
れ
て
い
る
（
写
真
5
・
銘
文
拓
影
参
照
）
。

　
　

奉
為
足
利

　
　

又
三
郎
殿
成
佛

　
　

得
道
造
立
之

　
　
　

正
和
元
年
十
二
月
日

写真 5　　地輪銘文面

銘文拓影
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銘
文
に
刻
さ
れ
た
「
足
利
又
三
郎
」
こ
そ
、
「
足
利
宗
氏
」
の
こ
と
で
あ
る
。
足
利
宗
氏
は
、
足
利
宗
家
（
斯
波
）
の
嫡
男
で
、
南
北
朝
時
代
の
有

力
武
将
で
あ
る
斯
波
高
経
・
家
兼
兄
弟
の
父
に
あ
た
る
。
銘
文
に
よ
り
、
金
剛
三
昧
院
で
発
見
さ
れ
た
五
輪
塔
は
、
そ
の
足
利
宗
氏
の
成
仏
得
道
の
た

め
に
造
立
さ
れ
た
石
塔
と
知
ら
れ
る
。
鎌
倉
時
代
後
期
の
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
十
二
月
の
紀
年
銘
を
刻
し
て
い
る
。

鎌
倉
時
代
の
高
野
山
の
五
輪
塔
の
形
状
は
、
地
輪
・
水
輪
・
火
輪
・
風
輪
・
空
輪
を
一
石
で
造
る
一
石
彫
成
五
輪
塔
、
地
・
水
輪
を
一
石
で
造
っ
て

火
・
風
・
空
輪
を
一
石
で
造
る
二
石
彫
成
五
輪
塔
、
地
輪
を
一
石
、
水
輪
を
一
石
、
火
・
風
・
空
輪
を
一
石
で
造
る
三
石
彫
成
五
輪
塔
、
地
輪
を
一
石
、

水
輪
を
一
石
、
火
・
風
輪
を
一
石
、
空
輪
を
一
石
で
造
っ
た
四
石
彫
成
五
輪
塔
、
地
輪
と
水
輪
と
火
輪
の
各
輪
を
一
石
で
造
り
、
風
・
空
輪
を
一
石
で

造
っ
た
四
石
彫
成
五
輪
塔
の
五
種
に
分
け
ら
れ
る
。

（
註
１
）

今
回
発
見
の
足
利
宗
氏
の
五
輪
塔
の
造
立
当
初
の
形
態
は
、
上
記
の
三
石
彫
成
五
輪
塔
か
、
あ

る
い
は
四
石
彫
成
五
輪
塔
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
足
利
宗
氏
の
五
輪
塔
の
水
輪
上
部
の
納
入
孔
に
、
何
が
納
め
ら
れ
て
い
た
の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が
、
高
野
山
に
お

け
る
同
時
期
の
五
輪
塔
で
あ
る
。
同
様
に
水
輪
上
部
に
円
形
座
枘
を
造
り
だ
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
枘
の
内
部
に
円
筒
形
に
納
入
孔
を
造
る
五
輪
塔
は
高

野
山
の
鎌
倉
時
代
の
五
輪
塔
に
お
い
て
、
ま
ま
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
高
野
山
奥
之
院
に
遺
存
す
る
、
嘉
元

三
年
（
一
三
〇
五
）
五
輪
塔
で
あ
る
。
完
形
の
五
輪
塔
で
、
地
・
水
輪
を
一
石
で
造
っ
て
火
・
風
・
空
輪
を
一
石
で
造
る
二
石
彫
成
五
輪
塔
で
あ
る
。

水
輪
の
上
部
に
は
円
形
座
枘
と
納
入
孔
を
造
る
。
現
在
は
こ
の
五
輪
塔
も
納
入
品
は
失
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
五
輪
塔
の
銘
文
に
は
次
の
よ
う
に
刻
さ

れ
て
い
る
（
実
測
図
2
参
照
）
。

　

鎌
倉
常
華
寺
長
老

　

静
忍
房
之
母
儀

　

（
梵
字
：
ア
）

　

尼
妙
波
房
之
遺
骨
也

　

嘉
元
三
年
乙巳

十
一
月
五
日

実測図2　

嘉元 3年（1305）

五輪塔実測図
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ま
さ
に
、
銘
文
に
あ
る
「
遺
骨
」
を
納
め
た
の
が
五
輪
塔
に
造
り
出
さ
れ
た
円
形
座
枘
と
そ
の
内
部
に
造
ら
れ
た
納
入
孔
と
考
え
ら
れ
る
。

（
註
２
）

足
利

宗
氏
の
遺
骨
も
同
様
に
、
水
輪
の
納
入
孔
に
納
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

こ
の
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
の
事
例
の
他
に
も
、
こ
れ
ま
で
高
野
山
奥
之
院
で
出
土
し
た
五
輪
塔
の
中
で
、
水
輪
の
納
入
孔
に
火
葬
骨
を
充
填
し

た
遺
物
が
見
出
だ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
昭
和
三
十
七
年
か
ら
同
三
十
九
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
奥
之
院
燈
籠
堂
と
御
所
芝
周
辺
の
改
築
・
修
復
工

事
の
折
に
出
土
し
た
五
輪
塔
で
あ
る
。
こ
の
時
、
火
葬
骨
の
地
層
を
は
じ
め
、
納
骨
器
・
燈
明
皿
・
古
銭
・
鏡
・
銅
仏
像
・
泥
仏
・
経
筒
と
お
び
た
だ

し
い
量
の
石
塔
が
現
れ
た
。
そ
の
中
の
二
基
の
五
輪
塔
に
は
水
輪
上
部
に
納
入
孔
が
あ
り
、
孔
の
中
に
は
火
葬
骨
が
充
填
し
て
い
た
。

（
註
３
）

こ
の
二
基
の
五

輪
塔
の
造
立
年
代
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
な
い
が
、
そ
の
後
の
報
告
を
参
照
す
る
と
、

（
註
４
）

砂
岩
製
で
地
・
水
輪
一
石
で
水
輪
の
上
端
に
円
形
座
枘
が
あ
る
、

嘉
暦
二
年
（
一
三
二
七
）
在
銘
品
と
思
わ
れ
る
（
実
測
図
3
参
照
）
。
銘
文
は
地
・
水
輪
の
四
面
に
か
け
て
次
の
よ
う
に
陰
刻
さ
れ
て
い
た
。
「
石
思
道　

誉
、
嘉
暦
二
年
、
八
月
十
二
日
、
午
剋
逝
」
。

円
形
座
枘
に
守
ら
れ
た
納
入
孔
に
は
、
足
利
宗
氏
の
遺
骨
（
お
そ
ら
く
火
葬
骨
）
が
五
輪
塔
造
立
当
初
に
は
納
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
す
る
。

足
利
宗
氏
の
五
輪
塔
の
形
状
も
、
紀
年
銘
に
あ
る
よ
う
に
鎌
倉
時
代
の
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
の
頃
の
も
の
に
間
違
い
な
い
。

実測図3

嘉暦 2年（1327）五輪塔実測図

（『高野山奥之院の地寶』より転載）
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三　

足
利
宗
氏
の
没
年
と
鎌
倉
末
期
の
斯
波
氏

さ
ら
に
、
足
利
宗
氏
の
五
輪
塔
か
ら
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
、
足
利
宗
氏
の
没
年
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
足
利
宗
氏
の
没
年
に
つ
い
て
は
不
明

と
さ
れ
て
い
た
が
、
本
五
輪
塔
の
銘
文
に
よ
り
、
「
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
十
二
月
」
が
没
年
月
で
あ
る
可
能
性
が
出
た
。
石
塔
の
紀
年
銘
は
、
実

際
に
造
立
し
た
時
と
、
被
供
養
者
の
没
年
を
示
す
も
の
に
大
き
く
分
か
れ
る
。
年
忌
供
養
に
こ
の
金
剛
三
昧
院
の
五
輪
塔
が
造
立
さ
れ
た
と
し
て
も
、

本
五
輪
塔
が
造
立
さ
れ
た
、
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
十
二
月
の
時
点
で
足
利
宗
氏
は
故
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
五

輪
塔
に
刻
さ
れ
た
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
十
二
月
が
足
利
宗
氏
の
没
年
月
で
あ
る
こ
と
と
、
宗
氏
が
供
養
さ
れ
た
時
を
示
し
た
も
の
と
の
二
つ
の
可

能
性
を
明
示
し
た
い
。　

足
利
宗
氏
は
足
利
一
門
の
斯
波
氏
の
三
代
目
に
あ
た
る
武
将
で
あ
っ
た
。
斯
波
氏
の
初
代
は
足
利
家
氏
、
二
代
目
が
足
利
宗
家
で
あ
る
。
斯
波
氏
は
、

南
北
朝
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、
足
利
一
門
の
中
で
も
特
に
名
族
と
し
て
幕
府
政
治
の
重
き
を
な
し
た
。
「
斯
波
」
を
名
乗
る
の
は
、
南
北
朝

時
代
の
頃
か
ら
で
、
鎌
倉
時
代
は
「
足
利
」
を
称
し
て
い
た
。

こ
の
足
利
宗
氏
に
つ
い
て
は
、
小
川
信
氏
に
よ
る
詳
細
な
先
行
研
究
が
あ
る
。

（
註
５
）

そ
の
小
川
氏
の
研
究
成
果
に
よ
る
と
、
足
利
宗
氏
の
名
が
史
料
上
に

出
る
の
は
、
正
慶
元
年
（
一
三
三
二
）
九
月
二
十
三
日
付
と
同
年
十
一
月
二
日
付
の
二
通
の
「
関
東
裁
許
状
案
」（
『
朽
木
文
書
』
）
で
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、

越
中
国
岡
成
名
の
所
有
を
め
ぐ
っ
て
、
佐
々
木
（
朽
木
）
義
綱
の
長
男
時
経
と
岡
成
景
光
の
子
景
治
・
孫
友
景
と
の
間
な
ど
で
行
わ
れ
た
相
論
を
裁
決

し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
『
朽
木
文
書
』
に
よ
る
と
、
岡
成
名
は
元
、
「
足
利
尾
張
三
郎
宗
家
」
の
所
有
で
あ
っ
た
。
こ
の
史
料
に
は
宗
家
の
子
息
の
足
利
宗
氏
が
幕
府

の
尋
問
に
応
じ
て
、
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
三
月
二
十
九
日
付
で
提
出
し
た
以
下
の
よ
う
な
請
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
史
料
で
は
、「
足

利
又
三
郎
宗
氏
」
と
仮
名
と
実
名
を
明
記
し
て
い
る
。

（
史
料
1
）
正
慶
元
年
（
一
三
三
二
）
九
月
二
十
三
日
付
北
条
茂
時
・
赤
橋
守
時
連
署
関
東
裁
許
状
案
（
朽
木
文
書
一
四
九
）

随
相
尋
之
足
利
又
三
郎
宗
氏
宗
家

息

之
處
、
延
慶
二
年
三
月
廿
九
日
請
文
者
、
岡
成
名
父
祖
領
知
事
、
承
久
兵
乱
之
比
、
地
頭
・
名
主
大
略
帰
遠
江
守
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朝
（

北

条

）
時
之
刻
、
安
貞
年
中
各
以
所
領
令
寄
附
、
即
可
補
代
官
職
之
旨
、
就
望
申
安
堵
訖
、
所
務
之
次
第
為
治
息
代
〃
賜
宛
文
、
済
年
貢
畢
、
宛
身
依
不

領
掌
、
不
帯
証
状
云
々

こ
れ
に
よ
り
、
岡
成
名
は
名
越
朝
時
の
地
頭
職
領
有
に
由
来
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
朝
時
の
女
で
あ
っ
た
足
利
家
氏
の
生
母
を
経
て
家
氏
の
子
の
宗

家
の
所
有
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
子
の
宗
氏
の
所
有
と
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

こ
の
関
東
裁
許
状
が
引
用
す
る
足
利
宗
氏
の
請
文
に
よ
り
、
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
ま
で
に
父
宗
家
は
死
去
し
て
い
て
、
宗
氏
が
当
主
に
な
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
宗
氏
の
生
涯
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。
宗
氏
は
武
将
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
歌
人
と
し
て
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
。

『
続
後
拾
遺
集
』
『
新
千
載
集
』
な
ど
に
、
宗
氏
の
歌
が
撰
録
さ
れ
て
い
る
。
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
十
二
月
の
北
条
貞
時
の
十
三
回
忌
供
養
の
時
に
、

宗
氏
の
跡
を
継
い
だ
高
経
が
参
加
し
て
い
る
た
め
に
（
『
円
覚
寺
文
書
』
「
北
条
貞
時
十
三
年
忌
供
養
記
」
）
、
従
来
の
説
で
は
同
年
ま
で
に
は
宗
氏
は
死

亡
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
さ
れ
て
い
た
。　

今
回
、
宗
氏
の
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
五
輪
塔
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
先
に
紹
介
の
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
三
月
二
十
九
日
請
文
と
合

わ
せ
て
考
察
す
る
と
、
宗
氏
が
当
主
だ
っ
た
期
間
は
、
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
頃
か
ら
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
ま
で
の
、
僅
か
に
四
年
ほ
ど
で
あ

っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
高
経
の
生
年
は
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
と
さ
れ
る
の
で
、

（
註
６
）

高
経
が
宗
氏
の
跡
を
継
い
で
当
主
と
な
っ
た
の
は
弱
冠
八
歳
の
時
と
、
こ
れ

も
五
輪
塔
に
刻
さ
れ
た
、
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
紀
年
銘
か
ら
逆
算
し
て
分
か
る
こ
と
で
あ
る
。

今
回
の
足
利
宗
氏
の
五
輪
塔
の
発
見
に
関
連
し
て
、
宗
氏
に
連
な
る
系
譜
に
つ
い
て
も
、
若
干
で
は
あ
る
が
触
れ
て
み
た
い
。
図
版
1
は
『
尊
卑
分

脈
』
に
よ
り
作
成
し
た
足
利
宗
氏
関
係
の
系
図
で
あ
る
。
問
題
は
、
宗
家
と
宗
氏
の
間
に
、
家
貞
な
る
人
物
が
い
て
、
宗
氏
の
跡
を
継
い
だ
の
は
そ
の

家
貞
の
子
の
高
経
と
い
う
点
で
あ
る
。
『
尊
卑
分
脈
』
で
は
、
家
貞
は
「
尾
張
二
郎
」
と
称
し
て
い
た
と
し
て
「
早
世
」
と
す
る
。
ま
た
、
家
貞
は
「
本

名
宗
氏
」
と
も
『
尊
卑
分
脈
』
で
は
注
記
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、
一
部
の
写
本
に
は
、
こ
の
注
記
は
見
え
な
い
）
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
家
貞

と
宗
氏
を
同
一
人
物
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
家
貞
は
「
二
郎
」
を
仮
名
と
し
て
い
る
。
「
三
郎
」
を
仮
名
と
し
た
宗
氏
と
「
二
郎
」
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を
仮
名
と
し
た
家
貞
と
は
別
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
つ
の
可
能
性
で
あ
る
が
、
家
貞
は
『
尊
卑
分
脈
』
に
も
あ
る
よ
う
に
早
世
し
て
、
未
だ
幼
い

高
経
へ
家
督
を
繋
ぐ
ピ
ン
チ
ヒ
ッ
タ
ー
と
し
て
宗
氏
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

。

（
註
７
）

い
ず
れ
に
し
て
も
近
年
、
木
下
聡
氏
が
「
斯
波
氏
の
動
向
と
系
譜
」
の
論
考
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
鎌
倉
期
の
斯
波
氏
当
主
は
、
み
な
生

没
年
不
詳
で
、
家
氏
以
外
は
動
向
も
ほ
と
ん
ど
不
明
」

（
註
８
）な

の
が
現
状
で
あ
る
。
史
料
の
少
な
い
鎌
倉
期
足
利
氏
研
究
に
と
っ
て
、
本
五
輪
塔
が
貴
重
な

発
見
と
な
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
い
。

源
義
家 

─ 

義
国 

─ 
義
兼 

─ 

義
氏 

┬ 

泰
氏 

─ 

頼
氏 

─ 

家
時 

─ 

貞
氏 

─ 

尊
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

│

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

│

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

└ 

家
氏 

─ 

宗
家 

┬ 

家
貞 

─ 

高
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

│

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

│

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

└ 

宗
氏

四
．
金
剛
三
昧
院
多
宝
塔
の
再
検
討

次
に
、
金
剛
三
昧
院
の
寺
院
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
、
足
利
宗
氏
の
五
輪
塔
発
見
に
関
連
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。
従
来
の
研
究
で
は
金
剛
三
昧

院
の
性
格
に
つ
い
て
、
高
野
入
道
覚
智
と
も
称
さ
れ
た
鎌
倉
幕
府
の
有
力
御
家
人
の
安
達
景
盛
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
北
条
政
子
の
命
に
よ
り
金
剛
三

昧
院
の
建
立
奉
行
と
し
て
活
躍
し
た
の
が
景
盛
で
あ
り
、
同
院
の
研
究
は
、
い
わ
ば
政
治
史
上
の
考
察
が
目
立
っ
て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
、
金
剛
三
昧
院
の
性
格
を
考
察
す
る
に
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
高
野
山
に
お
け
る
寺
院
建
立
の
目
的
の
第
一
は
、
遁
世
者
に
よ
る
も

の
と
、
故
人
の
供
養
的
側
面
か
ら
の
寺
院
建
立
の
二
つ
の
面
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
ま
り
、
寺
院
建
立
に
は
信
仰
的
側
面
か
ら
の
考
察
が
重
要
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
金
剛
三
昧
院
研
究
で
は
、
こ
の
面
に
つ
い
て
等

閑
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
金
剛
三
昧
院
の
建
立
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
よ
り
以
前
に
禅
定
院
と
称
す
る
寺
院
が
高
野
山
に
建
立
さ
れ
て
い
た

と
さ
れ
て
い
る
。
同
寺
院
が
廃
転
し
た
た
め
に
建
立
さ
れ
た
の
が
、
金
剛
三
昧
院
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
『
金
剛
三
昧
院
文
書
』

図版1　

足利斯波氏略系図

（『尊卑分脈』を元に作成）
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の
北
条
政
子
自
筆
書
状
と
さ
れ
る
文
書
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
以
下
、
金
剛
三
昧
院
文
書
は
高
野
山
文
書
刊
行
会
の
昭

和
十
一
年
刊
行
『
高
野
山
文
書
』
第
五
巻
（
「
金
剛
三
昧
院
文
書
」
）
に
よ
る
が
、
引
用
の
史
料
に
つ
い
て
は
『
鎌
倉
遺
文
』
に
紹
介
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文

書
の
釈
文
も
参
考
に
し
た
。　

（
史
料
2
）
北
条
政
子
自
筆
書
状
（
金
剛
三
昧
院
文
書
1
）

こ
の
て
ら
（
寺
）
の
こ
と
は
、
へ
つ
（
別
）
し
て
ゆ
い
し
よ
あ
る
事
に
て
候
、
御
ほ
た
い
し
よ
（
菩
提
所
）
を
な
し
く
御
き
く
わ
ん
所
（
祈
願
所
）

に
て
候
か
、
す
て
（
既
）
に
一
寺
は
い
て
ん
（
廃
転
）
た
う
（
等
）
候
へ
は
返
〳
〵
も
つ
た
い
な
く
候
、
一
ゑ
ん
に
こ
ん
か
う
三
ま
い
ゐ
ん
へ
わ
た
し

つ
け
ら
れ
候
は
ゝ
、
返
〳
〵
よ
ろ
こ
ひ
お
ほ
し
め
さ
れ
候
へ
く
候
よ
し
申
へ
く
候
、
心
へ
候
て
申
せ
と
て
候
、
め
て
度
か
し
く
、

金
剛
三
昧
院
の
性
格
は
菩
提
所
で
あ
り
祈
願
所
で
あ
っ
た
。
他
方
、
北
条
泰
時
は
以
下
の
よ
う
な
、
関
東
下
知
状
を
発
給
し
て
い
る
。

（
史
料
3
）
貞
応
三
年
（
一
二
二
三
）
九
月
十
八
日
付
関
東
下
知
状
（
金
剛
三
昧
院
文
書
2
）

　
　

可
令
早
為
高
野
山
金
剛
三
昧
院
幷
多
寶
御
塔
領
筑
前
国
粥
田
本
新
両
庄
事

　
　

右
、
件
庄
庄
、
可
為
彼
寺
領
之
状
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　
　
　
　
　

貞
應
三
年
九
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
（

北

条蔵
守泰

時

平）

（
花
押
）

こ
の
下
知
状
に
あ
る
「
多
寶
御
塔
」
と
は
、
現
在
も
金
剛
三
昧
院
の
境
内
に
残
る
国
宝
の
建
築
物
の
多
宝
塔
か
否
か
、
明
確
に
は
で
き
な
い
。
現
在

金
剛
三
昧
院
に
立
つ
多
宝
塔
（
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
に
国
宝
に
指
定
）
は
、こ
れ
ま
で
幾
度
か
修
理
さ
れ
て
い
る
。
直
近
の
修
復
は
平
成
二
十
年
で
、

そ
の
前
が
昭
和
四
十
三
年
か
ら
同
四
十
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
昭
和
の
修
理
に
つ
い
て
の
報
告
書
は
、
『
重
要
文
化
財
金
剛
三
昧
院
客
殿
及
び
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台
所
、
四
所
明
神
社
、
多
宝
塔
修
理
工
事
報
告
書
』
（
昭
和
四
十
四
年
九
月
刊
、
財
団
法
人
高
野
山
文
化
財
保
存
会
発
行
）
と
し
て
公
表
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
れ
よ
り
以
前
の
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
に
も
金
剛
三
昧
院
の
多
宝
塔
は
修
復
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
修
復
の
詳
細
は
分
か
ら
な
い
が
、

当
時
の
新
聞
記
事
に
は
同
塔
に
て
「
源
頼
朝
の
遺
骨
」
と
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
註
９
）

金
剛
三
昧
院
多
宝
塔
の
心
柱
の
下
か
ら
、
源
頼
朝
の
遺
骨
が

発
見
さ
れ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
次
史
料
で
は
な
く
、
二
次
・
三
次
史
料
で
は
あ
る
が
、
金
剛
三
昧
院
の
現
状
の
多
宝
塔
が
、
源
頼
朝

を
祀
り
供
養
す
る
、
い
わ
ゆ
る
墳
墓
堂
で
あ
っ
た
可
能
性
が
出
て
き
た
。

な
お
近
年
、
井
原
今
朝
男
・
峰
岸
純
夫
の
両
氏
は
金
剛
三
昧
院
の
多
宝
塔
に
つ
い
て
新
た
な
る
説
を
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
両
者
の
中
で
も
、
峰

岸
氏
の
論
考
を
次
に
紹
介
す
る
。
峰
岸
氏
は
、
安
達
景
盛
の
最
後
の
事
業
と
し
て
、
金
剛
三
昧
院
多
宝
塔
の
建
築
が
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
さ
れ
て
、『
金

剛
三
昧
院
文
書
』
の
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
四
月
六
日
付
の
大
井
朝
光
寄
進
状
案
と
大
井
朝
光
書
状
案
を
史
料
と
し
て
自
説
を
展
開
な
さ
れ
た
。
本

稿
に
お
い
て
も
、
こ
の
両
文
書
を
引
用
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。　
　

（
史
料
4
）
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
四
月
六
日
付
大
井
朝
光
寄
進
状
案
（
金
剛
三
昧
院
文
書
92
）

　

寄
進

　
　

伊
賀
国
虎
武
保
地
頭
職
事

右
、
件
所
領
者
、
承
久
勲
功
之
賞
宛
給
之
地
也
、
然
而
奉
為
故 

右
（

源 

大
実
朝
）

臣
殿
、
御
教
養
大
弐
尼
依
私
宿
願
、
建
立
高
野
山
御
塔
一
基
、
而
間
、
為
彼

御
塔
仏
性
燈
油
、
於
虎
武
保
地
頭
職
者
、
限
永
代
、
所
令
寄
進
也
、
向
後
更
不
可
有
他
妨
之
条
如
件
、

　
　
　
　

宝
治
二
年
四
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
（
大
井
） 

朝
光
在
判

　
（
史
料
5
）
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
四
月
六
日
付
大
井
朝
光
書
状
案
（
金
剛
三
昧
院
文
書
93
）

所
蒙
仰
候
御
塔
之
間
事
、
先
度
御
返
事
令
申
子
細
候
了
、
先
彼
御
塔
罷
成
御
奉
行
候
之
条
、
殊
以
本
望
候
、
然
者
以
伊
賀
国
虎
武
保
、
可
寄
進
彼
御

（
註
10
）
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塔
之
由
、
令
申
候
了
、
而
都
鄙
相
隔
候
之
間
、
若
未
被
聞
食
候
歟
、
仍
書
進
寄
進
状
候
、
以
此
所
領
、
可
然
之
様
、
御
計
候
者
、
可
為
本
意
候
、
委

細
期
後
信
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

宝
治
二

　
　
　
　

四
月
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
（
大
井
） 

朝
光
在
判

謹
上　

城
（
安
達

入
景
盛
）

道
殿

峰
岸
氏
は
、
こ
の
二
点
の
文
書
に
つ
い
て
金
剛
三
昧
院
の
「
御
塔
」
（
多
宝
塔
）
の
創
建
に
関
わ
る
も
の
で
、
信
濃
小
笠
原
一
族
の
大
井
朝
光
が
御

塔
建
立
の
奉
行
の
一
角
を
荷
い
、
承
久
の
乱
の
勲
功
で
獲
得
し
た
伊
賀
国
虎
武
保
地
頭
職
の
寄
進
を
、
高
野
山
に
あ
っ
て
造
立
事
業
を
遂
行
し
て
い
る

安
達
景
盛
に
伝
え
る
書
状
と
寄
進
状
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
峰
岸
氏
は
文
書
の
中
で
、
御
塔
を
建
立
す
る
目
的
が
「
故
右
大
臣
殿
（
源
実
朝
）
の
奉
為
」
で
、
建
立
者
の
名
と
趣
旨
が
「
御
教
養
大
弐
尼
、

私
の
宿
願
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
て
、
そ
の
御
教
養
大
弐
尼
を
加
賀
美
信
濃
守
遠
光
の
息
女
で
、
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
頼
家
の
教
育
係
と
し

て
鎌
倉
に
参
上
し
て
頼
朝
に
拝
謁
し
て
、
大
弐
局
の
名
を
与
え
ら
れ
た
人
物
と
比
定
さ
れ
た
。
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
に
実
朝
が
誕
生
す
る
と
大
弐

局
は
他
の
２
人
の
局
と
と
も
に
、
教
育
係
の
女
房
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
峰
岸
氏
は
明
ら
か
に
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
金
剛
三
昧
院
の
多
宝
塔
が
建
設
さ

れ
る
ま
で
の
経
緯
を
ま
と
め
ら
れ
た
。
こ
の
峰
岸
氏
の
論
考
は
重
要
で
、
金
剛
三
昧
院
の
多
宝
塔
建
立
の
背
景
が
見
事
に
明
ら
か
に
な
さ
れ
て
い
る
。

大
弐
尼
の
父
加
賀
美
遠
光
は
、
義
光
系
源
氏
で
所
有
の
甲
斐
国
巨
摩
郡
加
賀
美
を
称
し
て
い
る
が
、
信
濃
国
小
笠
原
荘
に
も
所
領
を
持
ち
、
そ
の
子

長
清
（
大
弐
局
の
兄
弟
）
は
小
笠
原
氏
を
称
し
た
。
長
清
の
子
息
は
長
経
（
小
笠
原
）
、
時
長
（
小
笠
原
・
仁
科
）
、
朝
光
（
大
井
）
の
三
人
で
、
信

濃
佐
久
郡
を
名
字
と
す
る
朝
光
は
大
弐
尼
の
甥
に
当
た
る
。
（
中
略
）

文
書
（
本
稿
史
料
5
）
の
宛
書
に
は
「
城
入
道
」
（
安
達
景
盛
）
と
あ
り
、
景
盛
と
協
同
し
て
大
弐
尼
が
小
笠
原
一
族
の
支
援
を
得
て
多
宝
塔
の
建

立
に
尽
く
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
実
朝
の
没
後
三
〇
年
を
前
に
し
て
そ
の
供
養
の
た
め
の
多
宝
塔
を
金
剛
三
昧
院
に
造
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立
す
る
と
い
う
大
弐
尼
の
提
起
を
受
け
覚
智
は
そ
の
造
立
に
最
後
の
力
を
傾
け
た
。こ
の
多
宝
塔
は
安
達
氏
と
小
笠
原
氏
の
連
携
の
所
産
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
鎌
倉
時
代
の
金
剛
三
昧
院
に
お
い
て
は
、
多
宝
塔
は
二
基
存
在
し
た
こ
と
を
次
に
紹
介
し
た
い
。
そ
れ
を
証
明
す
る
史
料
が
、
弘
安
四
年

（
一
二
八
一
）
北
条
時
宗
発
給
の
「
関
東
下
知
状
案
」
で
あ
る
。
同
文
書
の
冒
頭
部
分
を
次
に
挙
げ
る
と
、
金
剛
三
昧
院
の
堂
塔
は
、

（
史
料
6
）
弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
三
月
二
十
一
日
付
関
東
下
知
状
案
（
金
剛
三
昧
院
文
書
57
）

堂
二
宇
供
料

行
法

、
塔
二
基
供
料

行
法

、
護
摩
堂
二
宇
供
料

護
摩

、
経
蔵
一
宇
、
鐘
楼
一
宇
、
鎮
守
社
一
宇
供
料

行
法

（
以
下
、
略
）

と
記
し
て
い
る
。
同
下
知
状
案
で
は
さ
ら
に
、
「
賀
州
虎
武
保
南
塔

所
有

」
と
明
記
す
る
。
ま
さ
に
、
峰
岸
氏
が
指
摘
す
る
多
宝
塔
と
は
「
南
塔
」
と
称
さ

れ
た
塔
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
峰
岸
氏
の
研
究
に
よ
り
、
南
塔
の
多
宝
塔
が
源
実
朝
の
た
め
に
造
立
さ
れ
た
背
景
が
明
示
さ
れ
た
こ
と
は
貴
重
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
実
朝

の
遺
骨
が
奉
納
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
り
、
今
に
残
る
多
宝
塔
が
頼
朝
の
墳
墓
堂
で
あ
っ
た
可
能
性
が
出
て
来
た
現
状
で
は
、
南
塔
の
多
宝
塔
が
実
朝
の

墳
墓
堂
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
二
基
あ
る
多
宝
塔
の
内
、
一
基
が
源
頼
朝
の
た
め
、
も
う
一
基
が
そ
の
子
源
実
朝
の
た
め
に
建
設
さ
れ
た
墳

墓
堂
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
か
ら
同
三
年
（
一
三
〇
五
）
に
成
立
し
た
無
住
の
著
作
に
よ
る
『
雑
談
集
』
巻
之
第
六
の
記
述
が
、

先
ず
は
参
考
と
な
る
。
同
書
に
は
「
金コ

ン
カ
ウ剛

三
昧マ

イ
ヰ
ン院

ニ
、
大
臣
殿
墓ム

シ

ヨ所
ト
シ
テ
、
遺ユ

イ
コ
ツ骨

ナ
ド
、
ヲ
サ
メ
寺
ニ
成
ケ
レ
」
と
す
る
。
金
剛
三
昧
院
は
源
実
朝

の
遺
骨
が
納
め
ら
れ
た
「
墓
所
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
無
住
が
金
剛
三
昧
院
の
こ
と
を
「
墓
所
（
む
し
ょ
）
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
は
、

本
稿
が
問
題
提
起
す
る
点
と
符
合
す
る
。

さ
ら
に
、
『
帝
王
編
年
記
』
の
文
暦
元
年
（
一
二
三
四
）
の
条
に
は
、
「
今
年
。
鎌
倉
二
品
禅
尼
頼
朝
卿
後
室
。　
　

頼
家
。
実
朝
母
儀
。

為　
　二　

故
右
大
臣　
一

高
野
山
内
建　
二

立
金

剛
三
昧
院　
一

。
奉
行
城
入
道
大
蓮
盛
長
々
子
。

俗
名
景
盛
。

本
尊
正
観
世
音
。
御
身
被　
レ　

籠　
二

実
朝
公
遺
骨　
一

。
云
々
。
」
と
記
す
。
『
雑
談
集
』
と
『
帝
王
編
年
記
』
は

（
註
12
）

（
註
13
）

（
註
14
）

（
註
11
）
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共
に
、
実
朝
の
遺
骨
が
金
剛
三
昧
院
へ
納
骨
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
特
に
『
帝
王
編
年
記
』
に
は
、
金
剛
三
昧
院
の
本
尊
が
正
観
世
音
と
し
て
、

そ
の
本
尊
に
北
条
政
子
が
実
朝
の
遺
骨
を
納
め
た
と
す
る
。

ち
な
み
に
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
高
野
山
上
の
塔
頭
寺
院
や
堂
塔
の
由
緒
を
信
堅
（
一
二
五
九
～
一
三
二
二
）
が
著
し
た
『
信
堅
院
号
帳
』
に
は
、
金

剛
三
昧
院
の
こ
と
を
「
実
朝
大
臣
殿
他
界
之
後
其
御
母
儀
二
位
二
品
禅
尼
之
建
立
也
。
奉
行
大
蓮
房
。
三
代
将
軍
之
御
菩
提
所
也
。
本
堂
観
音
実
朝
大

臣
殿
之
御
本
尊
雲
慶
之
作
也
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
金
剛
三
昧
院
と
源
実
朝
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
た
研
究
者
と
し
て
、
角
田
文
衛
氏
が
挙
げ
ら
れ
る
。
角
田
氏
は
「
実
朝
の
首
」
の
論
考
を
公
に
さ

れ
て
、
金
剛
三
昧
院
に
お
け
る
実
朝
の
納
骨
は
遺
骨
で
は
な
く
「
鬢
髪
」
が
納
め
ら
れ
た
可
能
性
が
多
い
と
さ
れ
た
。

金
剛
三
昧
院
の
南
塔
造
立
よ
り
前
の
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
、
足
利
義
氏
は
伯
母
に
あ
た
る
北
条
政
子
の
十
三
回
忌
に
際
し
金
剛
三
昧
院
に
お
い

て
追
善
を
修
し
て
、
一
丈
八
尺
五
寸
の
巨
大
な
大
日
如
来
像
を
安
置
す
る
大
仏
殿
を
建
立
し
た
。
そ
の
大
仏
殿
に
は
、
北
条
政
子
と
実
朝
の
遺
骨
が
納

め
ら
れ
た
。
こ
の
大
仏
殿
も
、
北
条
政
子
と
実
朝
の
墳
墓
堂
と
し
て
の
性
格
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
史
料
の
足
利
義
氏
寄
進
状
案
を
以

下
に
挙
げ
る
。

（
史
料
7
）
嘉
禎
四
年
（
一
二
三
八
）
三
月
二
十
五
日
付
足
利
義
氏
寄
進
状
案
（
金
剛
三
昧
院
文
書
59
）

高
野
山
金
剛
三
昧
院
内
大
仏
殿

　

寄
進　
　

所
領
壹
所

　
　

在
美
作
国
大
原
保

右
大
仏
殿
者
、
相
当
故
二
品

（

北

条

政

子

）

禅
定
比
丘
尼
聖
霊
十
三
之
忌
辰
、
所
被
建
立
也
、
仍
為
彼
報
恩
、
奉
造
立
丈
六
大
日
如
来
像
一
丈
八
尺

五 

寸

　　

安
置
之
彼
院
内
者
、

奉
納
故　

右
府
大

（

源

実

朝

）

将
軍
、
幷
禅
定
比
丘
尼
之
遺
骨
（
以
下
、
略
）

（
註
15
）

（
註
16
）
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鎌
倉
時
代
後
期
の
高
野
山
を
描
い
た
古
絵
図
と
し
て
今
に
残
る
の
は
、
旧
金
剛
三
昧
院
蔵
の
六
曲
一
双
の
高
野
山
山
水
屏
風
（
国
指
定
重
要
文
化
財
）

が
あ
る
。
本
屏
風
は
堂
本
印
象
の
所
蔵
を
経
た
後
、
現
在
は
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
高
野
山
古
絵
図
の
金
剛
三
昧
院
を
描
い
た
と
さ
れ
る
の
が
右
隻
の
第
六
扇
・
第
五
扇
の
下
方
で
あ
る
が
、
確
か
に
南
方
に
多
宝
塔
の
形
状
を
し

た
塔
が
一
基
と
、
そ
の
上
部
に
も
う
一
基
同
様
の
多
宝
塔
の
形
状
を
し
た
塔
が
立
っ
て
い
る
。
「
南
塔
」
と
も
う
一
方
の
塔
と
は
区
別
し
た
呼
称
を
し

た
塔
名
を
す
る
点
か
ら
し
て
も
、
複
数
の
塔
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
位
置
的
に
は
、
南
塔
は
現
状
の
本
堂
よ
り
さ
ら
に
南
方
の
奥
に
入
っ

た
所
で
、
も
う
一
つ
の
塔
は
今
立
っ
て
い
る
国
宝
の
多
宝
塔
附
近
で
あ
り
、
大
仏
殿
は
現
在
の
本
堂
付
近
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
同
古
絵
図

に
落
と
す
と
、
図
版
2
の
よ
う
に
な
る
。
A
が
南
塔
（
多
宝
塔
）
、
B
が
今
に
残
る
多
宝
塔
が
立
つ
地
点
、
C
が
大
仏
殿
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
末
期
の
元
徳
二
年
（
一
三
三
〇
）
八
月
十
九
日
、
金
剛
三
昧
院
は
庫
院
の
出
火
で
回
禄
し
て
し
ま
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
今

に
立
つ
多
宝
塔
が
南
塔
な
の
か
、
あ
る
い
は
南
塔
で
は
な
く
て
他
方
の
塔
な
の
か
は
未
詳
と
し
か
い
え
な
い
。
た
だ
、
上
記
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
現

状
の
多
宝
塔
か
ら
源
頼
朝
の
遺
骨
が
出
土
し
た
こ
と
を
信
じ
る
な
ら
、
現
状
の
多
宝
塔
は
南
塔
で
は
な
く
、
も
う
一
つ
の
方
の
多
宝
塔
と
い
え
る
。

（
註
17
）
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図版 2　「高野山山水屏風」に見える金剛三昧院の堂塔

　（日野西眞定編著『高野山古絵図集成』より転載）

　Ａが南塔（多宝塔）、Ｂが今に残る多宝塔が立つ地点、Ｃが大仏殿と推定。
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五　

お
わ
り
に

以
上
、
高
野
山
金
剛
三
昧
院
の
堂
塔
の
一
つ
ひ
と
つ
は
、
源
氏
一
門
の
墳
墓
堂
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
高
野
山
金
剛
三
昧

院
の
寺
院
と
し
て
の
性
格
の
一
面
を
今
に
伝
え
て
い
る
。

足
利
氏
と
金
剛
三
昧
院
に
つ
い
て
は
、
原
田
正
俊
氏
の
論
考
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
氏
は
「
足
利
氏
に
と
っ
て
金
剛
三
昧
院
は
曩
祖
足
利
義
氏
が
美
作

国
大
原
保
を
金
剛
三
昧
院
大
仏
殿
領
と
し
て
寄
進
し
て
以
来
の
因
縁
が
あ
り
」
と
さ
れ
て
、
足
利
尊
氏
以
降
の
足
利
将
軍
家
の
納
骨
場
が
金
剛
三
昧
院

の
支
院
の
安
養
院
で
あ
り
、
「
金
剛
三
昧
院
自
体
が
そ
の
場
に
な
り
得
な
か
っ
た
の
は
、
鎌
倉
幕
府
源
氏
三
代
将
軍
の
菩
提
所
、
源
実
朝
や
北
条
政
子

の
遺
骨
安
置
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
憚
り
、
安
養
院
が
選
ば
れ
た
と
い
え
よ
う
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
原
田
氏
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
「
安

養
院
」
と
は
、
意
教
上
人
頼
賢
が
中
興
し
た
と
伝
え
る
金
剛
三
昧
院
の
支
院
で
あ
る
。
同
院
は
現
在
も
法
灯
を
伝
え
て
い
て
、
高
野
山
内
の
今
に
残
る

一
一
七
ヶ
寺
の
塔
頭
寺
院
の
一
つ
で
あ
る
。
現
在
、
安
養
院
が
建
立
さ
れ
て
い
る
場
所
は
、
金
剛
三
昧
院
か
ら
二
五
〇
ｍ
程
北
方
の
地
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
回
足
利
宗
氏
の
五
輪
塔
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
原
田
説
も
訂
正
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
考
え
る
。
原
田
氏
が
い
う
「
憚

り
」
と
い
う
面
は
少
な
く
と
も
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
足
利
氏
の
直
系
で
な
い
足
利
宗
氏
が
、
自
身
の
納
骨
を
伴
っ
た
五
輪
塔
を
金
剛
三
昧
院
に

造
立
し
た
事
実
は
、
今
回
明
白
と
な
っ
た
。
む
し
ろ
、
足
利
将
軍
家
に
と
っ
て
は
、
開
幕
に
際
し
て
新
た
な
る
宿
坊
と
し
て
金
剛
三
昧
院
に
つ
ら
な
る

同
院
支
院
の
安
養
院
を
納
骨
場
と
し
た
と
解
釈
さ
れ
る
。

鎌
倉
時
代
を
通
じ
た
金
剛
三
昧
院
の
性
格
は
、
「
足
利
氏
を
含
め
た
広
義
の
源
氏
一
門
の
祖
霊
を
祀
る
寺
院
」
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
金
剛
三
昧

院
と
足
利
氏
の
納
骨
に
伴
う
関
係
性
の
淵
源
は
、
既
に
鎌
倉
時
代
か
ら
あ
っ
た
こ
と
を
、
本
稿
で
主
張
し
た
い
。

平
成
二
十
年
か
ら
始
ま
っ
た
、
金
剛
三
昧
院
客
殿
の
解
体
修
理
の
際
に
礎
石
か
ら
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
在
銘
の
五
輪
塔
地
輪
と
、
同
じ
く
鎌
倉

時
代
の
無
銘
五
輪
塔
地
輪
が
見
出
さ
れ
た
。
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
の
銘
文
を
紹
介
す
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
写
真
6
は
そ
の
銘
文
の
面
の
写

真
で
、
写
真
7
は
そ
の
礎
石
に
転
用
さ
れ
て
い
た
二
基
の
五
輪
塔
地
輪
で
あ
る
。
奥
が
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
の
在
銘
品
で
、
手
前
が
無
銘
品
で
あ

る
。
両
者
の
形
状
は
酷
似
し
て
い
て
同
一
タ
イ
プ
で
あ
り
、
造
立
さ
れ
た
の
も
同
時
期
と
推
定
さ
れ
る
。

（
註
18
）

（
註
19
）
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為
待
三
会
之
暁

　
　

卜
居
於
高
野
山

　
　

造
立
供
養
斯

　
　
　

元
亨
改
元
辛　酉

　
　
　

三
月
廿
一
日
沙
弥
契
明

銘
文
の
詳
細
な
検
証
に
つ
い
て
は
（
註
19
）
の
拙
稿
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
が
、
「
契
明
」
と
名
乗
る
在
俗
出
家
者
が
逆
修
供
養
を
し
て
、

五
十
六
億
七
千
万
年
後
の
弥
勒
菩
薩
の
当
来
を
待
っ
て
五
輪
塔
を
造
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
空
海
が
入
定
し
た
日
の
三
月
二
十
一
日
に
造
立
さ
れ
て
い

る
。
高
野
山
に
お
け
る
鎌
倉
時
代
の
有
紀
年
銘
の
石
塔
は
、
町
石
以
外
で
は
六
十
二
基
が
見
出
さ
れ
て
い
る
が
、
一
個
人
が
こ
れ
程
の
五
輪
塔
を
造
立

す
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く
、
「
契
明
」
は
本
稿
で
紹
介
の
足
利
宗
氏
と
同
様
に
、
当
時
に
お
い
て
相
当
の
身
分
の
人
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
註
20
）

上：写真 6　

元亨元年（1331）五輪塔地輪の銘文の面

下：写真7

金剛三昧院礎石転用の2基の五輪塔地輪

手前が無銘で、奥の五輪塔地輪が元亨元年

（1331）銘の遺物
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ま
た
、
今
回
発
見
と
な
っ
た
金
剛
三
昧
院
の
先
師
墓
に
は
、
紹
介
し
た
足
利
宗
氏
の
五
輪
塔
の
他
に
、
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
の
古
遺
品
と
見

ら
れ
る
五
輪
塔
や
宝
篋
印
塔
の
残
欠
品
が
十
点
程
見
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
詳
細
な
調
査
報
告
に
つ
い
て
は
、
順
次
発
表
を
予
定
し
て
い
る
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
、
金
剛
三
昧
院
の
地
中
に
は
「
源
氏
一
門
の
墓
所
」
と
し
て
の
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
の
石
塔
が
、
未
だ
多
数
土
中
に
埋
蔵
さ
れ
て

い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
将
来
の
さ
ら
な
る
発
見
を
期
し
た
い
。

（
註
1
） 

木
下
浩
良
「
高
野
山
の
石
造
物
」
『
高
野
町
史 

民
俗
編
』
（
二
〇
一
二
年
刊 

高
野
町
）
所
収
。

（
註
2
） 

木
下
浩
良
「
尼
妙
波
房
の
供
養
塔
に
つ
い
て

－

高
野
山
に
お
け
る
鎌
倉
期
五
輪
塔
の
一
遺
例

－

」
『
密
教
学
会
報
』
第
二
十
七
号
（
一
九
八
八
年
刊 

高
野
山
大
学
密

教
学
会
）
所
収
。

（
註
3
）『
和
歌
山
県
文
化
財
学
術
調
査
報
告
書
第
六
冊 

高
野
山
奥
之
院
の
地
寶
』
（
一
九
七
五
年
刊 

和
歌
山
県
教
育
委
員
会
・
高
野
山
文
化
財
保
存
会
）
。　

（
註
4
）

楯
英
雄
・
愛
甲
昇
寛
「
高
野
山
奥
院
出
土
の
石
造
遺
品
」
『
國
学
院
雑
誌
』
六
十
七
巻
九
号
（
一
九
六
六
年
刊 

國
学
院
大
學
）
所
収
。

（
註
5
）

小
川
信
「
守
護
大
名
斯
波
氏
の
発
祥
」
『
国
史
学
』
八
十
六
号
（
一
九
七
一
年
刊 

国
史
学
会
）
所
収
。
後
に
小
川
信
『
足
利
一
門
守
護
発
展
史
の
研
究
』
（
一
九
八
〇

年
刊 

吉
川
弘
文
館
）
に
再
録
。

（
註
6
）『
師
守
記
』
貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
七
月
の
条
に
（
一
九
七
六
年
刊 

続
群
書
類
従
完
成
会 

『
史
料
纂
集 

師
守
記
第
十
』
）
、
「
今
暁
寅
剋
入
道
修
理
大
夫
源
高
經
法
名

道
朝

從
四

下　

、
他
界
、
年
六
十
三

痢
病
所
勞

」
と
あ
り
、
享
年
六
十
三
か
ら
逆
算
す
る
と
、
生
年
は
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
と
な
る
。

（
註
7
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
坂
口
太
郎
氏
の
示
教
に
よ
る
。

（
註
8
）

木
下
聡
「
斯
波
氏
の
動
向
と
系
譜
」
『
シ
リ
ー
ズ
・
室
町
幕
府
の
研
究 

第
一
巻 

管
領
斯
波
氏
』
（
木
下
聡
編
著 

二
〇
一
五
年
刊 

戎
光
祥
出
版
）
所
収
。

（
註
9
）『
六
大
新
報
』
二
〇
七
号
（
一
九
〇
七
年
刊 

六
大
新
報
社
）
で
、
以
下
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
「
金
剛
三
昧
院
多
宝
塔
（
特
別
保
護
建
造
物
）
修
繕
工
事
大
に

進
捗
し
本
月
中
に
竣
功
の
筈
な
り
と
ぞ
。
右
工
事
に
際
し
心
柱
の
下
よ
り
源
頼
朝
の
遺
骨
発
見
せ
し
と
ぞ
」
。

（
註
10
）

井
原
今
朝
男
「
小
笠
原
遠
光
・
長
清
一
門
に
よ
る
将
軍
家
菩
提
供
養
」
『
金
沢
文
庫
研
究
』
第
三
二
〇
号
（
二
〇
〇
八
年
刊 

金
沢
文
庫
）
所
収
。

	

峰
岸
純
夫
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
安
達
氏
と
小
笠
原
氏
の
連
携

－

女
性
と
寺
社
の
視
点
か
ら

－

」
『
近
藤
義
雄
先
生
卒
寿
記
念
論
集
』
（
二
〇
一
〇
年
刊 

群
馬
県
文
化

事
業
振
興
会
）
所
収
。

（
註
11
）

峰
岸
純
夫
前
掲
論
文
三
〇
二
頁
～
三
〇
三
頁
。

（
註
12
）

同
文
書
名
は
、
そ
の
末
尾
の
書
き
留
め
文
言
が
「
依
鎌
倉
殿
仰
下
知
如
件
」
で
あ
る
の
で
、「
関
東
下
知
状
案
」
が
正
し
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
野
龍
太
郎
「
北

条
時
宗
発
給
文
書
目
録
」『
北
条
氏
発
給
文
書
の
研
究
』（
北
条
氏
研
究
会
編
著 

二
〇
一
九
年
刊 
勉
誠
出
版
）を
参
照
し
た
。
同
文
書
名
に
つ
い
て
『
鎌
倉
遺
文
』で
は
「
関

東
御
教
書
」
と
し
、
『
群
馬
県
史 

資
料
編
６
』
（
一
九
八
四
年
刊 

群
馬
県
）
で
は
「
金
剛
三
昧
院
草
創
留
書
」
と
す
る
。
確
か
に
、
同
文
書
は
金
剛
三
昧
院
の
来
歴

（
註
21
）
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等
を
記
し
た
も
の
で
、
北
条
時
宗
が
そ
の
事
を
認
め
て
記
し
た
と
思
わ
れ
る
部
分
は
同
文
書
の
最
後
の
三
行
の
「
金
剛
三
昧
院
事
、
寺
家
任
申
請
向
後
不
可
有
相
違
者
、

依
鎌
倉
殿
仰
下
知
如
件
、
相
模
守

平
（
　
北
条

朝時
宗

臣）

在
判
」
だ
け
で
あ
る
（
坂
口
太
郎
氏
御
教
示
）
。

（
註
13
） 

『
雑
談
集
』
（
山
田
昭
全
・
三
木
紀
人
編
校 

一
九
七
三
年
刊 

三
弥
井
書
店
）
。

（
註
14
） 
『
帝
王
編
年
記
』
（
『
国
史
大
系
』
第
十
二
巻
所
収
）
。

（
註
15
） 

『
信
堅
院
号
帳
』
（
『
続
真
言
宗
全
書
』
第
四
十
一 

所
収 

一
九
八
七
年
刊 

続
真
言
宗
全
書
刊
行
会
）
。

（
註
16
） 

角
田
文
衛
「
実
朝
の
首
」
『
平
安
の
春
』
（
角
田
文
衛
著 

一
九
八
三
年
刊 

朝
日
新
聞
社
）
所
収
。

（
註
17
） 

「
金
剛
三
昧
院
住
持
次
第
」
（
金
剛
三
昧
院
文
書
三
七
九
）
。

（
註
18
） 

原
田
正
俊
「
室
町
幕
府
と
高
野
山
金
剛
三
昧
院
―
禅
律
系
寺
院
の
在
り
方
―
」
『
中
世
の
寺
院
体
制
と
社
会
』
（
二
〇
〇
二
年
刊 

吉
川
弘
文
館
）
所
収
。

（
註
19
） 

木
下
浩
良
「
高
野
山
金
剛
三
昧
院
の
礎
石
転
用
五
輪
塔
と
転
用
の
意
義
に
つ
い
て
」
『
密
教
学
会
報
』
五
十
三
号
（
二
〇
一
五
年
刊 

高
野
山
大
学
密
教
学
会
）
所
収
。

 

木
下
浩
良
「
砥
石
・
石
段
へ
転
用
の
高
野
山
の
石
塔
と
転
用
の
意
義
に
つ
い
て
」
『
史
迹
と
美
術
』
八
八
六
号
（
二
〇
一
八
年
刊 

史
迹
美
術
同
攷
会
）
所
収
。

（
註
20
） 

（
註
1
）
に
同
じ
。

（
註
21
） 

金
剛
三
昧
院
先
師
墓
の
無
縁
塔
の
中
世
の
石
塔
調
査
に
際
し
て
は
、
高
野
七
口
再
生
保
存
会
会
員
の
入
谷
和
也
・
城
戸
良
幸
・
木
ノ
本
豊
・
児
玉
康
宏
・
辻
田
友
紀
・

中
澤
初
美
・
濱
田
陽
吉
・
福
井
規
雄
・
松
下
喜
美
子
・
森
下
稔
の
各
氏
の
協
力
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
付
記
）
本
稿
校
正
の
段
階
で
、
坂
口
太
郎
氏
か
ら
有
益
な
助
言
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
高
野
山　

足
利
宗
氏　

金
剛
三
昧
院　

五
輪
塔　

源
氏
一
門
墓
所
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